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Ⅱ．全体構想   ２ 都市整備の目標 

   ３．将来都市構造       

２）都市の魅力を高めるための拠点 

①地区拠点 

各地区センター・公民館を地区拠点として位置づけ、各地区での様々な活動の拠点とし

ます。 

②スポーツ・レクリエーション拠点 

越谷総合公園、しらこばと公園、出羽公園、平方公園をスポーツ・レクリエーション拠

点として位置づけ、だれもが気軽に楽しむことのできる活動の場として、また、憩いの場

として整備の推進を目指します。 

③文化拠点 

越谷コミュニティセンター、中央市民会館、北部市民会館、市立図書館、日本文化伝承

の館を文化拠点として位置づけ、交流の場として維持・充実を目指します。 

④緑の拠点 

都市基幹公園、住区基幹公園、県民健康福祉村を緑の拠点として位置づけ、日常生活に

おける身近な憩いの場として維持・充実を目指します。 

⑤親水拠点 

大吉地区、レイクタウン地区、西大袋地区内の大規模調節池などを親水拠点として位置

づけ、水と親しめる空間の維持を目指します。 

⑥防災拠点 

災害対策本部を設置する市役所を防災中枢拠点とし、市の広域避難場所であり、県の防

災基地として総合的な防災活動機能を有する県民健康福祉村及び、緊急時ヘリコプター離

着陸場や防災資器材の備蓄機能を有した河川防災ステーションを、防災拠点と位置づけ、

防災機能の強化を目指します。 

⑦教育・医療拠点 

埼玉県立大学、文教大学、市立病院、獨協医科大学越谷病院を教育・医療拠点として位

置づけ、教育または医療の場としての維持・充実を目指します。 

⑧工業・流通系土地利用拠点 

広域的な交通利便性が高い地域特性を活かし、荻島地区における主要幹線道路沿線地域

を工業・流通系土地利用拠点として位置づけ、新たな産業用地の創出を推進します。 
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Ⅱ．全体構想   ２ 都市整備の目標 

Ⅱ．全体構想 

３ 都市整備の方針 

１．土地利用の方針 

産業誘導拠点 

産業誘導ゾーン 

将来都市構造図（イメージ）

新浦和越谷線

工業・流通系 

土地利用拠点 

市街化ゾーン

農地・集落地ゾーン 

工業・流通系土地利用拠点

38    ３．将来都市構造



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 



Ⅱ．全体構想   ３ 都市整備の方針 

１．土地利用の方針      

①流通業務地区・流通業務団地 

流通業務地区及び越谷流通業務団地では、市場や倉庫、トラックターミナルな

どを中心とした、流通業務地区の機能維持を図れる土地利用を誘導します。

②準工業地域の土地利用 

準工業地域では、地域の状況に応じて、特別用途地区の指定などの適切な規制

や誘導策を講じることにより、工場及び沿道サービス系産業などの操業環境と住

環境の双方に配慮した住工共存型の土地利用を誘導します。

なお、準工業地域の中で、工業系土地利用から住居系土地利用への転換が大幅

に進んでいる地域においては、周辺の土地利用状況を考慮しつつ、将来的には住

居系用途地域への変更を検討し、良好な居住環境形成に努めます。

（３）市街化調整区域の土地利用 
市街化調整区域については、良好な農地や集落の環境保全に資する土地利用調

整のあり方について検討を進めることにより、環境に配慮した適切な土地利用を

進めます。

また、市街地に隣接し一定の建物立地が進んでいる地域においては、生活道路

や排水処理施設など、居住者が快適に暮らせるための施設整備や、それに伴う受

益者負担のあり方を検討します。 

なお、市街化区域への編入は、農政関係部局などと調整し、本市の活力を高め

るための適切な工業系土地利用が図れる区域で、かつ市街地の形成が確実に行わ

れる場合を原則とします。 

１）農地及び集落地 

農地は、農産物を生産する機能の他、環境や景観、治水、癒し、教育などの幅

広い分野に対しての多面的機能を有しています。そのため、河川や水路と相まっ

て面的な広がりを有している農地は、農業を担う経営者の育成や農業振興策と併

せて、守るべき農地の位置及び区域を定めるなど、積極的な保全に努めます。

また、農地周辺に広がる農村的な景観と良好な生活環境を有する集落地等につ

いては、その環境維持に努めます。

２）人口集中地区（ＤＩＤ地区）等の一定の建物立地がある集落地 

市街化調整区域内の人口集中地区（DID地区）等、一定の建物立地が進んでい

る地区については、整備の優先度や必要性を明確にするとともに、地域住民など

の意向を踏まえたうえで、公共下水道等の整備や、児童・生徒の通学時の安全性

向上に資する道路整備など、環境整備のあり方を検討し、快適性・安全性の高い

居住環境整備に努めます。
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Ⅱ．全体構想   ３ 都市整備の方針 

１．土地利用の方針       

（４）新規工業・流通系土地利用 
本市では、人口減少社会への突入が迫っている中、都市の活力を維持し、高め

ていくとともに、既存事業者の市外流出を防ぐための方策の一つとして、既存工

業団地の拡充の可能性を検討します。また、既存の工場や倉庫が集積している出

羽地区（新川町、大間野町など）、荻島地区などや一定規模以上の主要幹線道路

沿線地域を候補として、新規工業・流通系土地利用の必要性・可能性を検討し、

本市の活力向上に資する土地利用の実現に努めます。 

特に、工業・流通系土地利用拠点では、産業の振興と就業の場の確保のために、

広域的な交通利便性が高い地域特性を活かし、新たな産業用地の創出を推進しま

す。 
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Ⅱ．全体構想   ３ 都市整備の方針 

１．土地利用の方針      

工業・流通系 

土地利用拠点 

土地利用方針図 

新浦和越谷線

工業・流通系

土地利用拠点
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